
利用対象者

返済方法

アシスト保証アシスト保証
金融機関と協会が協働して県内中小企業・小規模事業者の
資金繰りの安定と発展をサポートします!

保証限度額

保証期間

資金使途

保証料率

担保

保証人

貸付利率

添付書類

①同一事業を2年以上営み、1期12ヶ月の決算書（申告書）を直近2期分提出できること
②不渡り、取引停止処分中、税金滞納などのネガティブ情報がないこと
③求償権先の関係人でないこと

⑤プロパー与信が2年以上あり、保証申込時点で本保証制度（真水部分）と同額以上の

保証支援部
〒630-8668 奈良市法蓮町163-2

【ホームページ】https : / /www.nara-cgc .or . jp  

【法人】2億8,000万円
【個人】 8,000万円

15年以内（うち、据置期間は2年以内）
一括返済は、1年以内

運転資金（既存保証の借換も可）

元金均等返済 又は 一括返済

必要に応じて徴求

必要となる場合あり

金融機関所定利率

「アシスト保証制度」資格要件確認書

【借換なし】

【借換あり】

【協会新規ご利用先】

責任共有基本料率より
各カテゴリ15％割引

責任共有基本料率より
各カテゴリ10％割引

責任共有基本料率より
各カテゴリ20％割引

※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は
既存の保証債務残高を含む2億円です

TEL0742-33-0552 

HPはこちら LINEはこちら

プロパー（同時実行を含む、融資期間2年以上）があること

④CRDの保証料率区分が「4」以上であること
個人は保証料率が「0｣（B/Sなし）の場合、申込金融機関において実態B/Sを
作成し、債務超過でないこと

カテゴリ4
カテゴリ5〜6
カテゴリ7〜9

8,000万円
1億8,000万円
2億8,000万円

申込期間 令和６年９月１日～令和９年３月３１日（協会受付分）


